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※建設企業は、事業協同組合等、一定の民間事業者または保証事業会社のいずれか 

   に手続き方法について相談 

※建設企業は、佐賀市の承諾を条件とする債権譲渡契約を締結し、上下水道事業管理 

   者の承諾後債権を譲渡 

※建設業振興基金の債務保証と保証事業会社の債務保証を併せることにより出来高 

   部分を超える部分を含め融資が可能 


